
　毎年５月に市内各所にて狂犬病
予防集合注射を実施しております
が、今年度につきましては、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止
とご来場される皆さんの健康や安
全を第一に考え、中止とさせてい
ただきます。
　ご来場を予定されていた皆さん
にはご迷惑をおかけしますが、ご
理解のほどよろしくお願いいたし
ます。
　なお、狂犬病予防注射の接種は
開業獣医で受けることができます
ので、３月中旬に送付しました狂
犬病予防注射の案内葉書を開業獣
医へお持ちください。診察時間や
料金などについては、各開業獣医
へお問い合わせください。
　市役所環境課

　６月 1 日（月）は、自動車税種別
割（旧：自動車税）の納期限です。
　４月１日現在で自動車をお持ち
の方に対し、4 月 30 日（木）に県
税事務所から納税通知書を発送し
ますので、お近くの県税事務所、
金融機関、コンビニエンスストア
などで自動車税種別割を納めてく
ださい。（納付場所は、納税通知書

の裏面をご確認ください。）
　また、パソコンやスマートフォ
ンなどを利用して、インターネッ
トバンキング、クレジットカード
（決済手数料がかかります。）やス
マートフォン決済アプリ（PayB）
でも納付していただけます。
　なお、名義変更・廃車などの手
続きを他の人に依頼した自動車に
ついて、納税通知書が届いた場合
は、それらの手続きが３月末日ま
でに行われていないことが考えら
れますので、依頼先にご確認くだ
さい。
　また、転居などにより納税通知
書が届かないときは、管轄の県税
事務所にご連絡ください。
　西尾張県税事務所
　☎（0586）45 ー 3170
　　（ダイヤルイン）
　　https://www.pref.aichi.
　　jp/soshiki/zeimu/
　　0000051633.html

　新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、スポーツセンターの
利用中止期間が 5 月 31 日（日）ま
で延長になり、トレーニング室の
ご利用もできません。
　このため、講習会につきまして
も中止とさせていただきます。
　十四山スポーツセンター
　☎52－2110

　民生委員・児童委員が次のとお
り代わりましたので、お知らせし
ます。
▼新任委員（4 月 1 日付委嘱）
　樋口 三子氏

▼学　区　弥生
▼職　民生委員・児童委員
▼前任委員　服部 曉美氏
　【民生委員に関すること】
　市役所福祉課
　【児童委員に関すること】
　市役所児童課

　大正６（1917）年５月 12 日に、
民生委員制度のもとになる済世顧
問制度を定めた岡山県済世顧問制
度設置規程の公布日にちなみ、こ
の日が定められました。
　全国民生委員児童委員連合会で
は、毎年、「民生委員・児童委員の
日」である５月 12 日からの１週
間を「活動強化週間」として、民生
委員・児童委員（主任児童委員）や
その活動について理解を深めても
らうため、取り組んでいます。
　弥富市民生・児童委員協議会で
は、５月 12 日（火）～ 18 日（月）
の間パネルの展示を行ないます。
　また、次のとおりＰＲ活動を行
います。
▼と　き　５月 12 日（火）
　午前 10 時～午後３時
▼ところ　市役所１階
▼内　容　PR グッズの配布
　市役所福祉課

　県教育委員会では、乳幼児期
（０歳児）から、来年度に新１年生
になるお子さん（６歳児）とその保
護者の方を対象とした早期教育相
談を実施します。子育てで気にな
ることのある方、お子さんに障が
いを有する可能性があると思われ
る方、お子さんの就学について相
談したい方など、お気軽にご相談

　７月14日（火）・10月21日（水）
　大府特別支援学校
　☎（0562）48－5311
　体験入学などを希望する学校へ
直接電話で連絡してください。そ
れぞれ体験入学実施日の２週間前
までにご連絡ください。

　都市再生特別措置法第 81 条第
１項の規定に基づき、市の住宅お
よび都市機能増進施設の立地の適
正化を図るための計画（立地適正
化計画）を定めましたので、公表
します。
　この公表により、都市再生特別
措置法第 88 条および第 108 条
の規定に基づき、都市計画区域内
における、都市機能誘導区域外で
の誘導施設を有する建築物や居住
誘導区域外での一定規模以上の住
宅の建築行為または開発行為を行
う場合には、これらの行為に着手
する日の 30 日前までに市への届
出が必要となります。
　詳細については、5 月 1 日（金）
より市のホームページにて公表し
ます。
　市役所都市整備課

　新型コロナウイルスの感染拡大
防止の観点から、開催「中止」とな
りました。開催を楽しみにされて
いた皆さんには大変ご迷惑をおか
けしますが、ご理解ご了承いただ

ください。相談は予約制で、無料
で行います。
▼と　き　８月 27 日（木）
　午前 10 時～午後４時
▼ところ　あま市甚目寺公民館
▼申込方法　７月 17 日（金）まで
　に市役所学校教育課へ提出して
　ください。
※なお、就学の相談は、市役所学校
　教育課でも随時行っています。
　市役所学校教育課

　県教育委員会では、来年度に
小・中・高等学校入学予定で、障
がいを有する可能性があると思わ
れるお子さんとその保護者の方を
対象に、特別支援学校の様子を知
っていただくために体験入学を実
施します。体験入学の日以外にも
随時相談に応じますので、お気軽
にご連絡ください。
◎知的な発達に遅れのあるお子さん
▼佐織特別支援学校（愛西市西川端町）
 ・小学部　見学会：６月12日（金）
　保護者対象
　体験入学：９月 17 日（木）
　予備日 24 日（木）
 ・中学部　見学会：６月11日（木）
 ・高等部　教育相談会：
　６月 18 日（木）
　佐織特別支援学校
　☎37－2061
◎手足の不自由なお子さん
▼一宮特別支援学校（一宮市大字杉山）
 ・見学・説明会：７月３日（金）
 ・体験入学：10 月８日（木）
　新就学児および新年中・年長児対象
 ・中学部・高等部は随時実施
　一宮特別支援学校
　☎（0586）78－4635
◎病気で療養しているお子さん
▼大府特別支援学校（大府市森岡町）
 ・小学部・中学部・高等部：

きますよう、よろしくお願いいた
します。
▼と　き　
　5 月 9 日（土）・10 日（日） 
　午前 10 時～午後 4 時
▼ところ　海南こどもの国（弥富
　市鳥ケ地町二反田 1238）（入場
　無料）
▼中止内容
①花の即売会
②花育教室（寄せ植えなどお子様
　向けの内容）
③品評会優秀作品展示
　海部苗木花卉生産組合連合会事
　務局（愛知県海部農林水産事務
　所農政課内）
　☎24－2111

▼支給対象者
　戦没者などの死亡当時のご遺族
で、令和２年４月１日（基準日）に
おいて、「恩給法による公務扶助
料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護
法による遺族年金」などを受ける
方（戦没者などの妻や父母など）が
いない場合において、次の順番に
よる先順位のご遺族お 1 人に対
し、第十一回特別弔慰金が支給さ
れます。
▼支給対象遺族の順位
⑴ 令和２年４月１日までに
　 戦傷病者戦没者遺族等援護法
　 による弔慰金の受給権を取得
　 した方
⑵ 戦没者などの子
⑶ 戦没者などの①父母、②孫、
　 ③祖父母、④兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関
　係を有していることなどの要件
　を満たしているかどうかにより、
　順番が入れ替わります。
⑷ 前記（１）から（３）以外の戦没

●各問い合わせ先の電話番号については、2ページをご覧ください。
問い合わせ先　　申し込み先　　メール　　ホームページ　　FAX

●費用の記載のないものは無料です。●申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

自動車税種別割の納税を
お忘れなく

海部苗木花き展示品評会
即売会中止のご案内

弥富市立地適正化計画を
策定

第十一回特別弔慰金の
請求について

民生委員・児童委員が
代わりました

特別支援学校体験入学
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「お知らせ」「募集」など暮らしに
役立つ情報を掲載しています。

くらしの
情報
くらしの
情報

お知らせします

早期教育相談

令和２年度狂犬病予防
集合注射の中止について

十四山スポーツセンター
トレーニング講習会５月の
中止のお知らせ

５月12日は
『民生委員・児童委員の日』です
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